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第2章 給水装置の構造及び材質 

1. 給水装置の構造及び材質の基準 

給水装置は、配水管と一体をなしているので、水撃作用や水の逆流による汚染等は、他の多くの給水装

置にまで悪影響を及ぼすおそれがある。 

従って、給水装置の構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する等の観点から、法及び施行令

に定める基準に適合しているものでなければならない。 

給水装置の構造及び材質についての法令等の規定は、次のとおりである。 

（1） 給水装置の構造及び材質（法第16条） 

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める

基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又

はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水停止をすることができる。 

（2） 施行令第5条（給水装置の構造及び材質の基準） 

法第16条の規定による給水装置の構造及び材質の基準は、次のとおりとする。 

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れているこ

と。 

※ 分岐位置の間隔は、給水管の取り出し穿孔による管体強度の減少を防止すること及び給水装置

相互間の水の流量に及ぼす影響を防止するためである。 

二 配水管への取付口のおける給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過

大でないこと。 

※ 水の使用量に比して著しく過大な口径は、給水管内の水の滞留による水質の悪化を招くおそれ

があるので、これを防止するためである。 

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

※ 配水管の水を吸引するようなポンプとの連結を禁止して、吸引による水道水の汚染、他の需要

者の水使用の障害等を防止するためである。 

四 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれ

がないものであること。 

※ 水圧、土圧等の諸荷重に対して十分な耐力を有し、使用する材料に起因して水が汚染されるも

のではなく、また、不浸透質の材料によりつくられたものであり、継目等から水が漏れ、又は汚

水が吸引されるおそれがないものでなければならない。 

五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

※ 地下に一定以上の深さに埋設し、埋設しない場合は管巻立等の防護工事を施し、また、電食、

特殊な土壌等による侵食のおそれがあるときは、特別な対応を施す等、給水装置の破損によって

水が汚染され、又は漏れるおそれがないように防護措置を講じなければならない。 

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。（クロスコネクションの禁

止） 

※ 井戸水、専用水道、工業用水道等の水管その他の設備と直接連結してはならないとするもので

あり、直接連結する給水管及び給水用具は全て給水装置の一部となって本条の構造、材質の基準
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が適用されることとなるのであり、この規定は、給水装置以外の水管及び「給水用具」でない設

備と直接に連結することを禁止した規定である。 

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあって

は、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

※ 水槽、プール、流し等に給水する給水装置にあっては、装置内が負圧になった場合に貯留水等

が逆流するおそれがあるので、それらと十分な吐水口空間の保持、又は、有効な逆流防止装置を

具備する等、水の逆流防止の措置を講じなければならない。 

前項各号に規定する基準を適用することについて必要な技術的細目は、厚生労働省で定める。 

（3） 基準省令の概要 

基準省令において定めている技術的細目は、施行令第5条の各号列記の基準項目のすべてについて定

めたものではなく、当該基準項目のうち技術的細目を必要とするものについて定めたものである。 

① 耐圧に関する基準（第1条） 

施行令第5条第1項第4号の「水圧に対し充分な耐力を有するものであること」及び「水が漏れるお

それがないものであること」についての技術的細目を次のように定めている。 

ア．給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。次のイにおいて同じ。）

に一定の静水圧（1.75MPa）を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常が認められ

ないこと。 

イ．装置の構造及び材質に応じた適切な接合が行なわれていること。 

ウ．家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を

容易に行なうことができる。 

② 浸出等に関する基準（第2条） 

施行令第5条第1項第4号の「水が汚染されるおそれがないものであること」についての技術的細目

を次のように定めている。 

ア．飲用に供する水を供給する給水装置は、供試品からの金属等の浸出が基準値以下であること。 

イ．給水装置は、末端部に排水機構が設置されているものを除き、水が停滞する構造でないこと。 

ウ．シアンや六価クロム等の水を汚染するおそれのあるものを貯留し、又は取り扱う施設に近接し

て給水装置を設置しないこと。 

エ．油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれが

ない材質のもの又は適切な防護措置が講じられていること。 

③ 水撃限界に関する基準（第3条） 

施行令第5条第1項第5号の「破壊を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての

技術的細目として、水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、一定の流速又は動水圧条

件において止水機構を急閉止した際に生じる水撃作用による上昇圧力が1.5MPa以下となるものであ

るか、又は水撃防止器具を設置すること等の水撃防止措置が講じられているものでなければならない

ことを定めている。 

④ 防食に関する基準（第4条） 

施行令第5条第1項第5号の「侵食を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての
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技術的細目を次のように定めている。 

ア．酸又はアルカリによる侵食のおそれがある場所に設置されている給水装置は、それらに対する

耐食性材質のものであるか、又は適切な侵食防止措置が講じられていること。 

イ．電食のおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製のものであるか、又は適切な

電気防食措置が講じられていること。 

⑤ 逆流防止に関する基準（第5条） 

施行令第5条第1項第4号の「水が汚染されるおそれがないものであること」及び同条第1項第7号の

「水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての技術的細目を次のように

定めている。 

ア．水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、一定の逆流防止性能を有する減

圧式逆流防止器、逆止弁等の給水用具が水の逆流を防止することができる位置に設けられ、又

は一定以上の吐水口空間が確保されていること。 

イ．施設形態に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、一定以上の吐水口空

間が確保され、当該場所の水管等と分離すること等により、適切な逆流防止措置が講じられて

いること。 

⑥ 耐寒に関する基準（第6条） 

施行令第5条第1項第5号の「凍結を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての

技術的細目として、屋外で気温が著しく低下しやすい場所、その他凍結のおそれのある場所に設置さ

れている給水装置であって、断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止措置が講ぜられていない

ものについて、次のように定めている。 

ア．減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部の弁を除く。以下「弁類」とい

う。）は一定回数の開閉操作後、一定の低温条件下で保持した後通水したとき基準省令に規定す

る耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

イ．弁類以外の給水装置は、一定の低温条件下で保持した後通水したとき、基準省令に規定する耐

圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

⑦ 耐久に関する基準（第7条） 

頻繁な開閉作動を繰り返すうちに弁類の耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能に支障が生じる

ことを防止するための基準であり、弁類は一定回数の開閉操作後、基準省令に規定する耐圧性能、水

撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

（4） 給水管及び給水用具の指定（水道条例第9条第1項） 

災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるよ

うにするため、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給

水用具の構造及び材質については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。 

（5） 基準規程 

① メーターまでの給水装置の構造 

メーターまでの給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。 

ア．メーターまでの給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、メーター等の給水用
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具をもって構成し、「管理者」が定める付属具を備えること。 

イ．給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。 

ウ．口径300ミリメートルを超える配水管から、基本的に給水管の分岐をしないこと。 

エ．同一給水管に使用する分水栓は、1個とする。 

オ．メーターまでの給水管の埋設深さは、公道及び私道では、管天から0.6メートル以上（道路管理

者が特に認めた場合及び道路管理者の指示がある場合を除く。）、宅地内では、管天から0.3メー

トル以上とすること。 

カ．道路部分の給水管口径は、20ミリメートル以上とすること。ただし、一時用で、撤去を前提と

したものは除く。 

② メーターの設置 

メーターは、次の各号により設置しなければならない。 

ア．メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置するこ

と。ただし、管理者が特に認めた条件に該当するメーターについては、給水管より小口径のも

のを使用することができる。 

イ．メーターの設置場所は、宅地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、こ

の限りではない。 

※ 配水管からの分岐点の位置が確認できる対策を講じること。 

ウ．メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難の

おそれがない箇所を選定すること。 

③ メーターまでの給水装置の材料（水道条例第9条第1項） 

メーターまでの給水装置の材料は、施行令第5条に規定する構造及び材質の基準に適合したものの

うちから管理者が指定するものでなければならない。管理者が指定する給水装置材料は、表-2.1.1の

とおりである。 

④ メーターまでの給水装置の保護 

メーターまでの給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。 

ア．給水管が側溝又は下水道管を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開

きょに添架などの横断架設するときは、給水管が凍結や損傷などしないように充分な措置を講

じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。 
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表-2.1.1 管理者が指定するメーターまでの給水装置の材料 

名    称 口 径（ｍｍ） 規 格 等 

給

水

管

水道用ダクタイル鋳鉄管 75,100 
JWWA.G112 ※1 

(エポキシ樹脂内面粉体塗装) 

水道用硬質塩化ビニル 

ライニング鋼管（VD） 
20,25,50 JWWA.K116 

水道用耐衝撃性塩化 

ビニル管（HIVP） 
50,75 JWWA.K129 

水道用ポリエチレン管 20,25 JIS.K6762（1種2層管） 

配水用ポリエチレン管 50 JWWA.K144 

異

形

管

水道用ダクタイル鋳鉄異形管 75,100 
JWWA.G112 ※1 

(エポキシ樹脂内面粉体塗装) 

内外面ライニング鋼管用 

管端防食継手（VD） 
20,25,50 JWWA.K117 

水道用耐衝撃性塩化 

ビニル管継手（HIVP） 
50,75 管理者が指定するもの 

水道用ポリエチレン管継手 20,25 管理者が指定するもの 

配水用ポリエチレン管継手 50 管理者が指定するもの 

弁

栓

類

水道用ソフトシール仕切弁 50,75,100 JWWA.B120 ※1 

甲型ボール式止水栓 20,25 管理者が指定するもの 

サドル付分水栓 
(50,75,100,150,200,250,300

)×(20,25) 

JWWA.B117 

管理者が指定するもの 

不断水割丁字管 
(75,100,150,200,250,300) 

×(50,75,100) 
管理者が指定するもの ※1 

伸縮付止水栓 25 管理者が指定するもの 

そ
の
他

ボックス（メーター用、止水栓用）、

鉄蓋及び下桝類（仕切弁用） 
管理者が指定するもの 

  ※1 φ75mm以上の給水管の管種については、耐震性能を有する管種（GX形等）を標準とする。 

  ※2 令和2年3月31日現在の給水装置の材料とする。  
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○ 構造・材質に係る法体系 

 水道法第16条（給水装置の構造及び材質） 

 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準

に適合していないときは、水道条例の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者

が給水装置をその基準に適合するまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 

 水道法施行令第5条（給水装置の構造及び材質の基準） 

 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

  第1号：配水管への取付口は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。 

  第2号：配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過

大でないこと。 

  第3号：配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接直結されていないこと。 

第4号：水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏れるおそれ

がないものであること。 

第5号：凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。 

  第6号：当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

第7号：水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあって

は、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

(1) 給水管及び給水用具が満たすべき性能要件の定量的な判断基準「給水管及び給水用具の性能基準」 

(2) 給水装置工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基準「給水装置システムの基準」とし

て、次表の7項目の判断基準が定められた。 

基 準 項 目 給水管及び給水用具の性能基準 給水装置システムの基準 

第1条 耐圧に関する基準 耐圧性能 2項目 

第2条 浸出等に関する基準 浸出性能 3項目 

第3条 水撃限界に関する基準 水撃限界性能 1項目 

第4条 防食に関する基準   － 2項目 

第5条 逆流防止に関する基準 逆流防止性能・負圧破壊性能 3項目 

第6条 耐寒に関する基準 耐寒性能 1項目 

第7条 耐久に関する基準 耐久性能 － 
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○ 給水装置工事材料の性能基準の区分 

給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生省令により個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基

準は、耐圧、浸出、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐寒及び耐久の7項目となる。 

これらの性能基準は、すべての給水装置工事材料に一律に適用するものではなく、性能基準ごとに、その

確保が不可欠な材料に限定して適用するものである。 

次表に、その目的と適用する給水装置工事材料を示す。 

基 準 項 目 目   的 適用する給水装置工事材料 

耐圧性能 

 水道の水圧により給水装置に水

漏れ、破壊等が生じることを防止す

るためのもの。 

すべての給水管及び給水用具 

(最終の止水機構の流出側に設置されるものを除

く。) 

浸出性能 

給水装置から金属等が浸出し、飲

用に供される水が汚染されること

を防止するもの。 

 飲用に供する水に接触する可能性のある給水

管及び給水用具 

[適用対象の器具例] 

給水管 

末端給水用具以外の給水用具 

・継手類 

・バルブ類 

・貯水槽用ボールタップ 

・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯式給湯器末端給水

用具 

・台所用、洗面所用等の水栓 

・元止め式瞬間湯沸器及び貯湯式給湯器 

・浄水器、自動販売機、冷水機 

水撃限界性能 

 給水用具の止水機構が急閉止す

る際に生じる水撃作用により、給水

装置に破壊等が生じることを防止

するためのもの。 

 水撃作用を生じるおそれのある給水用具であ

り、具体的には水栓、ボールタップ、電磁弁、元

止め式瞬間湯沸器等がこれに該当する。なお、水

撃作用を生じるおそれがあり、この基準を満たし

ていない給水用具を設置する場合は、別途水撃防

止器具を設置するなどの措置を講じなければな

らない。 

逆流防止性能 

 給水装置からの汚水の逆流によ

り、水道水の汚染や公衆衛生上の問

題が生じることを防止するもの。 

 逆止弁、減圧式逆流防止器、逆流防止装置内蔵

型の給水器具 

負圧破壊性能 

給水装置からの汚水の逆流によ

り、水道水の汚染や公衆衛生上の問

題が生じることを防止するもの。 

 バキュームブレーカー、負圧破壊装置内蔵型の

給水用具、吐水口空間により逆流を防止する構造

の給水用具（ボールタップ式ロータンク、ウォー

タークーラー、自動販売機等） 

耐寒性能 

 給水用具内の水が凍結し、給水用

具に破壊等が生じることを防止す

るもの。 

 凍結のおそれのある場所において設置される

給水用具（凍結のおそれがある場所においてこの

基準を満たしていない給水用具を設置する場合

は、別途、断熱材で被覆するなどの凍結防止措置

を講じなければならない。 

耐久性能 

 頻繁な作動を繰り返すうちに弁

類が故障し、その結果、給水装置の

耐圧性、逆流防止等に支障が生じる

ことを防止するためのもの。 

・減圧弁 

・逃し弁 

・逆止弁 

・空気弁 

・電磁弁等 

2. 基準適合品の使用と組み合わせ

（1） 法第16条に基づく給水装置の構造・材質の基準は、試験方法まで含めて明確化されている。そのた
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め、給水装置に用いる給水管や給水装置の「基準認証」すなわち基準に適合していることを確認する

システムは、製造者自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行う「自己認証」が基本とされてい

る。 

（2） 従って、指定工事事業者は、給水装置工事に使用する給水管や給水用具について、その製品の製造

者に対して構造・材質基準に適合していることが判断できる資料の提出を求めることなどにより、基

準に適合している製品を確実に使用しなければならない。 

（3） ただし、この基準に適合している製品であれば、給水装置として使用することができるが、それを

使ってさえいれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになるというものではない。 

すなわち、個々の給水装置などが性能基準適合品であることは、「必要条件」であって「十分条件」

ではない。 

（4） つまり、給水装置は、個々の給水用具などについての性能とともに、システム全体としての逆流防

止、凍結防止、防食などの機能整備を必要とするものであり、また、給水装置システムの設計上必要

となる減圧弁の減圧性能などは個々の現場ごとに判断しなければならないので、「給水装置に用いる

個々の給水用具などが基準適合品であればそれで足りる」ことにはならない。 

（5） なお、給水装置に用いる製品が構造・材質基準に適合していることを認証することを業務とする

「第三者認証機関」によって、その認証済マークが表示されている製品もある。 

3. 給水装置用材料 

給水装置に使用する材料は、施行令第5条で規定する給水装置の構造及び材質の基準、基準省令に適合し

た製品で、使用場所に適したものを使用すること。 

その使用にあたっては、自己認証品、第三者認証品、日本工業規格（JIS）、日本水道協会規格品（JWWA）

等であることを、主任技術者が必ず確認し、3年間保存すること。 

3.1 認証品 

（1） 自己認証 

政省令により、構造・材質基準が明確化、性能基準化されたことから、製造業者や販売業者が自らの

責任において基準適合性を消費者に対して証明し、製品の販売を行なうことができる。 

なお、自己認証の具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検査証等の表

示を製品等に行うこと、製品が設計段階で基準省令に定める性能基準を満たすものとなることを示す試

験証明及び製品品質の安定性を示す証明書を製品の種類ごとに指定工事事業者等に提示すること。 

（2） 第三者認証 

製造業者等との契約により、中立的な第三者認証機関が製品試験、工場検査等を行い、基準に適合し

ているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方

法があるが、これは製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられているもので

はない。 

第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法については、国際整合化等の観点から、ISOのガイド

ラインに準拠したものであることが望ましい。 

3.2 認証マークの表示 

（1） 第三者認証機関は、基準を満たしていることを認証した製品に限って「認証マーク」の表示をする

ことが認められている。 
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（2） 第三者機関として、(社)日本水道協会を含め、(財)日本ガス機器検査協会、(財)日本燃焼器具検査

協会、(財)電気安全環境研究所の4機関がある。 

第三者認証機関の認証マーク等 

社団法人 日本水道協会 

財団法人 日本ガス機器検査協会 

財団法人 日本燃焼機器検査協会 

財団法人 電気安全環境研究所 
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3.3 給水装置材料の主な種類 

（1） 主な管種と特徴 

管 種 口 径 長  所 短  所 

水道用ダクタイル鋳

鉄管 1･3種管（内面粉

体塗装）（DIP） 

（JWWA G 112） 

75～300mm ・強度が大で耐久性がある。 

・強靭性に富み衝撃に強い。 

・穿孔に適している。 

・継手の種類が豊富である。 

・重量が大である。 

・電食を受けやすい。 

・継手の種類によっては、異形管

に防護が必要。 

水道用硬質塩化ビニ

ルライニング鋼管 

A,B,D（SGP-V） 

（JWWA K 116） 

13～150mm ・抗張力、硬度が大きく外傷に強

い。 

・管内にスケールの発生がない。 

・Dタイプは、電食、土壌腐食に

強い。 

・ライニング部は熱に弱く、強い

ショックを与えるとはく離しや

すい。 

・電食を受けやすい。 

・Aタイプは、外面が一次防錆塗

装のためサビやすい。 
水道用硬質塩化ビニ

ルライニング鋼管 

A,B,D（SGP-P） 

（JWWA K 132） 

13～100mm

水道用ポリエチレン

管 1種二層管 

（PP） 

（JIS K 6762） 

13～50mm ・耐食性に優れ、柔軟性に富み、

耐衝撃性が強い。 

・耐電食性が強い。 

・可燃性で、高温に弱い。 

・抗張力が小さく、硬度が低い。 

・油類に弱い。 

水道用耐衝撃性硬質

塩化ビニル管 

（HIVP） 

（JIS K 6742） 

（JWWA K 129） 

13～100mm ・耐食性、耐電食性に優れてい

る。 

・重量が軽く、取扱いが容易。 

・スケールの発生がない。 

・施工が容易である。 

・凍結及び熱に弱い。 

・衝撃に弱く破損しやすい。 

・紫外線によって、変質劣化が生

じる。 

・シンナーなどの溶剤におかされ

る。 

・ゴム輪形は、抜出阻止力が小さ

い。 

水道用配水ポリエチ

レン管 

（PE） 

（JWWA K 144） 

50～200mm ・耐食性、耐電食性、耐衝撃性、

耐震性に優れている。 

・重量が軽い。 

・スケールの発生がない。 

・施工が容易で漏水がない。 

・熱に弱い。 

・紫外線によって、変質劣化が生

じる。 

・油類に弱い。 

・EF接合でコントローラや専用工

具が必要。 

水道用銅管 

（CP） 

（JWWA H 101） 

13～50mm ・重量が軽い。 

・スケールの発生がない。 

・耐アルカリ性でコンクリート内

等の布設に適する。 

・外傷を受けやすい。 

・電食を受けやすい。 

・遊離炭酸に弱い。 

水道用ポリブデン管 

（PBP） 

（JIS K 6792） 

10～50mm ・耐食性に優れ、可とう性に富み

施工が簡単。 

・さや管ヘッダー方式を用いるこ

とにより、維持管理が容易にで

きる。 

・有機溶剤が浸透する。 

・管はだに傷が付きやすい。 

・直射日光に弱い。 

水道用架橋ポリエチ

レン管 M種単層 

（XPEP） 

（JIS K 6787） 

10～50mm 
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（2） 水栓類の主な種類 

ア．横水栓、 イ．胴長水栓、 ウ．自在水栓、 エ．立水栓、 オ．散水栓、 

カ．万能ホーム水栓、 キ．カップリング付横水栓、 ク．化学水栓、 

ケ．湯水混合水栓（シングルレバー式、サーモスタット式、ハンドシャワー付等） 

（3） バルブ類の主な種類 

ア．ボール止水栓、 イ．伸縮付ボール止水栓、 ウ．ボールタップ、 エ．定水位弁、  

オ．減圧弁、 カ．安全弁、 キ．定流量弁 ク．逃し弁、 ケ．青銅仕切弁、 コ．その他 

（4） 機器類の主な種類 

給水装置に直結して水道水を、ガス、電気、灯油等を使用して加熱する湯沸器類と、水道水を冷却し

て使用する製氷機、ウォータークーラー及び電気食器洗機等がある。なお、取付けに際しては、機器の

上流側に逆止弁を取り付けること。 

① 湯沸器の主な種類 

ア．瞬間湯沸器 

瞬間湯沸器とは、給水に関連してガス通路を開閉することができる機構を有し、水が熱交換部を

通過する間に加熱させる構造の給湯専用の器具をいう。一部に給水に関連しないで燃焼する形式の

もの、又は給湯、暖房を兼ねた2回路式のものもあり、湯沸器から直接使用する元止め式と、給湯

配管をとおして湯沸器から離れた場所で使用できる先止め式がある。 

イ．貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器とは、一定量の水をサーモスタットを用いて、一定の温度に加熱し、必要があるとき

に給湯ができるように、温水を常時貯蔵する構造の器具をいい、解放式と密閉式がある。 

ウ．太陽熱利用貯湯湯沸器 

太陽熱利用貯湯湯沸器とは、省エネルギー対策の一環として、太陽熱集熱板、補助ボイラー、貯

熱槽、ポンプ等を組み合わせたもの。 

② その他の機器 

ア．製氷機 

製氷機とは、水道水を冷凍機構で冷却して氷を製造する機器をいう。構造上、水冷式と空冷式が

ある。 

イ．自動販売機 

自動販売機とは、水道水を加熱又は冷却して原料に混合させて各種飲用類を販売するものであ

る。 

ウ．歯科医療用器 

歯科医療用器とは、直結された水を治療時の冷却や洗浄に使用するもの。 

エ．浄水器 

浄水器とは、水道水中の濁度及び残留塩素を減少させることを目的として、活性炭又は他の濾材

等を組合わせて用いた水処理機器である。 

給水管に直結するⅠ型と給水栓に取付けるⅡ型に分類される。 
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（5） ユニット類 

ユニット類とは、給水器具の2以上の組合わせ、1セットとして取扱うもので器具ユニット、配管ユニ

ット、設備ユニットがある。 

・ 直結加圧形ポンプユニット 

直結加圧形ポンプユニットとは、給水装置に直接接続して給水圧力を増圧するポンプ設備をい

う。通常は、加圧ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁等をあらかじめ組み込んだユニット形式と

なっている場合が多い。 

3.4 補助材料 

補助材料とは、器具機材の補助的な材料で給水栓コマ、シールテープ、配管用接着剤等である。 

3.5 給水装置材料の調達 

給水装置の維持管理上、特に重要な部分（配水管への取付口から水道メーターまで）の給水管及び給水

用具は、管理者が承認したものから調達すること。


